
第１３２号議案

新城市しんしろ福祉会館の指定管理者の指定

新城市しんしろ福祉会館の指定管理者として次のとおり指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求め

る。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市しんしろ福祉会館

新城市字東沖野２０番地

１２

社会福祉法人新城市社会

福祉協議会

新城市字東沖野２０番地

１２

令和２年４月１日から令和

７年３月３１日まで



第１３３号議案

新城市西部福祉会館の指定管理者の指定

新城市西部福祉会館の指定管理者として次のとおり指定したいので、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市西部福祉会館

新城市野田字上市場２６

番地２

社会福祉法人新城福祉会

新城市矢部字本並４８番

地

令和２年４月１日から令和

７年３月３１日まで



第１３４号議案

新城市いきいきライフの館の指定管理者の指定

新城市いきいきライフの館の指定管理者として次のとおり指定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求

める。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市いきいきライフの

館

新城市矢部字上ノ川１番

地６

公益社団法人新城市シル

バー人材センター

新城市矢部字上ノ川１番

地６

令和２年４月１日から令和

７年３月３１日まで



第１３５号議案

新城市もくせいの家ほうらいの指定管理者の指定

新城市もくせいの家ほうらいの指定管理者として次のとおり指定したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を

求める。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市もくせいの家ほう

らい

新城市長篠字丸井５番地

２

特定非営利活動法人もく

せいの家

新城市長篠字丸井５番地

２

令和２年４月１日から令和

７年３月３１日まで



第１３６号議案

新城市鳳来高齢者生きがいセンターの指定管理者の指定

新城市鳳来高齢者生きがいセンターの指定管理者として次のとおり指定したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議

決を求める。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

中央高齢者生きがいセン

ター

新城市長篠字仲野１６番

地１１

公益社団法人新城市シル

バー人材センター

新城市矢部字上ノ川１番

地６

令和２年４月１日から令和

７年３月３１日まで

東陽高齢者生きがいセン

ター就業棟

新城市大野字久羅下４３

番地１

山吉田高齢者生きがいセ

ンター就業棟

新城市上吉田字山本１番

地３

鳳来高齢者生きがいセン

ター就業棟

新城市玖老勢字五領３１

番地１



第１３７号議案

新城市学童農園山びこの丘及び新城市鳳来ゆ～ゆ～ありいなの指定管理者の指

定

新城市学童農園山びこの丘及び新城市鳳来ゆ～ゆ～ありいなの指定管理者として次

のとおり指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求める。

令和元年１２月６日提出

新城市長 穂 積 亮 次

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市学童農園山びこの

丘

新城市玖老勢字新井９番

地

ビルホゼングループ

代表団体

静岡ビル保善株式会社

静岡県静岡市葵区鷹匠

二丁目２３番９号

構成団体

中部ビル保善株式会社

静岡県浜松市中区常盤

町１３２番地の１８

令和２年４月１日から令和

７年３月３１日まで

新城市鳳来ゆ～ゆ～あり

いな

新城市能登瀬字壱輪２３

番地１


